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社会福祉法人十字の園 

 デイサービスセンター松崎十字の園 

「介護予防・日常生活支援総合事業」重要事項説明書 
           

     

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。  

（ 静岡県指定 第２２７０１００２６２号 ） 

 
 

  

  当事業所はご契約者に対して、第一号通所事業（介護予防通所介護相当）を提供しま

す。 

事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意戴きたい事を次の通り説明

致します。 

     

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

本書面は介護報酬改定に伴う令和元年10月1日からの、介護保険給付対象サービスについて、

指定通所介護サービス利用者またはその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

目    次 
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    ７．職員の遵守事項          ８．サービス利用に当たっての留意 

    ９．利用料金            １０．緊急時の対応方法 

  １１．非常災害対策          １２．苦情処理 
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当事業者が提供する第一号通所事業の内容に関しあなたに説明すべき重要事項は次のとおり

です。 

 

１．第一号通所事業の運営の方針 

創立の精神である｢キリスト教精神に立って･･･必要な福祉サービスを総合的に提供する｣

（定款）を運営の基盤に、職員は、愛と奉仕の姿勢を持ち、お一人おひとりの利用者が、

その尊厳が守られ、日ごと生き生きと生活することができるようにサービスを提供するこ

とを運営の方針にします。 

 

２．事業者の概要 

事業者の名称 十字の園 

主たる事務所の所在地 静岡県浜松市浜名区細江町中川 7220-11 

電話番号 053-439-9100 

法人の種別及び名称 社会福祉法人 

代表者職 理事長 

代表者氏名 鈴木 淳司 

 

事業所の名称 デイサービスセンター松崎十字の園 

事業所の所在地 静岡県賀茂郡松崎町江奈１５７ 

介護保険事業所番号 静岡県 2270100262 号 

指定年月日 平成 1４年４月 1 日 

交通の便 東海バス松崎停留所より徒歩３分 

通常の事業の実施地域 松崎町 西伊豆町  

 

３．事業者の職員の概要 （契約書第２条） （詳細は、別表②） 

職員の配置については、介護保険法に基づく指定基準を遵守しています。 
 

 

４．通所介護施設の概要 

定員  ○ 一般型 2５人（１単位） 

食堂及び機能訓練室          ２１７.1 ㎡ 

浴室  ○ 一般浴槽   特殊浴槽 

その他の設備 
 ○ 静養室 マッサージ機 平行棒 

 ○ 送迎車 車椅子対応車３台 普通車２台 
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５．サービスの内容 （契約書第２、３、６～７条） 

当事業者があなたに提供するサービスは以下のとおりです。 

サービスの提供時間 

平日・祭日 
９：３０ ～ １６：３０ 

時間延長サービス体制１６：３０～１９：３０ 

営業をしない日 土・日曜日、年末・年始  

 

食事 
 当事業所では、管理栄養士による献立により、栄養並びにご契約者の身体の状況及び嗜好

を考慮した食事を提供します。ご契約者の自立支援のため、離床して食堂にて食事をとって

いただくことを原則としていますが、介助の必要な方、治療食の必要な方、流動食（経管栄

養）など特別な配慮の必要な場合にもご希望に添えるように致します。 

 年間行事の中で、外食など費用が通常よりかかる場合があります。その際にはあらかじめ

文書等でお知らせします。 

栄養改善（栄養マネジメント） 
栄養状態が低下した方に、管理栄養士が栄養相談や指導などを行い「食」の自立を支援し

ます。 

入浴 
 あらかじめ体温、血圧測定し、体調に心配のないことを看護職員が判断した上で入浴又は

清拭により、清潔への援助を行います。寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴する事ができ

ます。入浴後に軟膏を塗布する、傷の手当の必要がある場合にはお薬や衛生材料をご持参い

ただけば、看護職員が対応致します。ガーゼや消毒薬は施設にも常備しておりますので不測

の事態、臨時の場合には使用できますが、費用を別途いただくものもあります。 

 着替え用下着などは必要に応じてご用意下さい。なお、持ち物、衣類などこちらでも配慮

いたしますが、記名いただくと助かります。 

排泄 
 ご契約者の排泄の介助を行います。紙おむつは施設の物を使用する場合使用種類と枚数に

応じ実費ご負担いただきます。必要枚数をご家庭でご用意いただいても結構です。 

口腔機能向上 
歯科衛生士がご契約者の口腔内の状況に応じて計画した、食生活に必要な機能の回復また

は、その減退を防止するための口腔衛生の支援や訓練を実施します.。 

レクリエーション 
 四季の行事にそったレクリエーションを行い、人々との交流の中から、良い人間関係が生

まれ、生活の幅を広げ、生きがいに結びつくような楽しい時間を提供します。 

送迎 
 車椅子やリクライニング車椅子のまま乗降できるリフト付バスなど、ご契約者の身体の状

況、ご自宅の環境に応じて送迎します。 

 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合

は、お住まいと当事業所との間の送迎費用として、追加料金をいただく場合があります。 

 

６．サービスの利用方法 （契約書第１、５、８～９、１４～１８、２４条）  
(1)利用開始 

あなたが介護予防サービス支援計画表(ケアプラン)の作成を依頼している場合は、事前に包括

支援センター（居宅介護支援事業者）にご相談ください。 

(2)サービスの終了 
○ あなたのご都合でサービスを終了する場合、終了希望７日前までに文書で申し出て下さい。 

○ 要介護認定で自立もしくは要介護と判断された場合、サービスは終了となります。 

○ 人員不足等やむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく場合は、３０日前ま

でに、文書により通知します。 

○ あなたが介護保険施設へ入所、亡くなった場合、サービスは自動的に終了となります。 
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○ その他 

  当事業者が、正当な理由がなくサービスを提俸しない場合、守秘義務に違反した場合、あ

なたやあなたの家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、当事業者が破産した場

合、あなたは文書で通知することにより直ちにこの契約を終了することができます。 

 あなたがサービスの利用料金を３ケ月以上滞納し、支払の催告を再三したにもかかわらず

支払わないとき、あなたが当事業者に対しそこの契約を継続しがたいほどの背信行為を行っ

た場合は、文書であなたに通知することにより、直ちにこのサービスを終了させていただく 

場合があります。 

７．職員の遵守事項 （契約書第２、１１、２３条） 
 当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

○ ご契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

○ ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、２年間保管するとともに、ご契約者ま

たは代理人の請求に応じて閲覧、複写物を交付します。 

○ 事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約

者またはご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義務） 

８．サービス利用に当たっての留意事項 （契約書第２２条） 
○ 施設、設備、敷地は本来の用途にしたがって利用してください。故意に又は注意を払えば避け

られたにも関わらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合はご契約者の自己負担により

原状に復していただく、又は相当の代価をいただく場合があります。また、当事業所の職員や

他の利用者に対し迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。 

○ 事業所内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 

９．利用料金 （契約書第１２～１３条）（詳細は、別表①） 

(1) 第一号通所事業対象サービス 
当施設の第一号通所事業の提供(介護保険適用部分)に際しあなたが負担する利用料金は原則

として基本料金の 1 割、2 割または 3 割です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えた部分

のサービスについては全額自己負担となります。予防給付につきましては利用回数に関わらず

月単位の定額料金となります。 

○基本料金は、所定の単位に 10 円を乗じて得た額です。 

○この他、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(厚生省告示第 19 号)

に規定される、口腔機能向上、栄養改善に対し、一定の料金を負担していただきます。 

(2) 第一号通所事業対象外のサ－ビス 
通常の事業実施地域以外の地域に居住する場合の送迎に要する費用、サービス提供時間外の

サービス料、食材料費、おやつ代、レクリエーションや趣味活動の材料費、行事等にかかる

費用、紙おむつや衛生材料、その他の日常生活において通常必要とされる費用はあなたの負

担となります。 

(3)料金の支払方法 
   前記(１)､(２)の料金・費用は、月末締めで、前月１か月分の請求書を 10 日頃までに発行いた

します。お支払い方法は『現金支払い』『口座自動振替』『振込み』になっております。 

『現金支払い』  ⇒ 施設窓口に現金でお支払いください。 

『口座自動振替』 ⇒ 郵便貯金総合通帳から毎月 20 日に自動引落しになりますので、貯金残

をお確かめ下さい。 

          （ご希望の方は「自動払込用申込書」を当施設に用意してあります） 

『振込み』        ⇒ 静岡銀行松崎支店普通貯金『0199100』口座名義『松崎十字の園 

           園長 小川秀幸』 

 (4)その他 
 あなたの被保険者証に支払方法の変更の記載(あなたが保険料を滞納しているため、サービ

スの提供を償還払いとする旨の記載)があるときは、費用の全額を支払っていただきます。こ

の場合、当施設でサービス提供証明書を発行します、この証明書を後日、管轄する市町村の窓

口に提出して差額(介護保険適用部分の 9 割)の払い戻しを受けてください。 
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１０．緊急時の対応方法 （契約書第１０条） 
通所介護の提供中に、あなたに容体の変化等があった場合は、速やかにご家族に連絡を取

りあなたの主治医等への連絡や受診の援助を行います。 

 

１１．非常災害対策 （契約書第１０条） 

非常時の対応

  

火災、天災等、災害時においては、すみやかに安全を確保し人命救助に努

めます。 

東海地震情報発表時の対応 

観測情報発表時  サービス提供は継続実施します。 

注意情報発表時  サービス提供は継続実施しますが家族への引渡し方

法の調整・準備に掛かります。 

警戒宣言発令時  サービス提供は中止いたします。発令・発生時提供中 

地震発生時    であれば施設において安全な場所で待機しご家族に

お迎えいただいくことを原則とします。 

地域の非常対策に則し行動が取れるよう、可能な限りの援助に努めます。 

防災設備 
スプリンクラー 非常散水栓 消火器 非常通報装置  

非常食 防災用ヘルメット 救護用担架 救護用薬品等 

消防計画 
消防署への届出および、防火管理者の設置 

内容 ： 防災機構、自主防災、避難・救援活動、教育・訓練など 

 

１２．苦情解決のシステム（苦情処理） 

 （契約書第２５条）        
 (1) 当事業所における苦情の受付 
   当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
   ○苦情受付窓口(担当者) 生活相談員  藤池久美子    

 ○受付時間  毎週月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時３０分 
   また、苦情受付ボックスを デイサービス事務所前に設置しています 

(2) 第三者委員 

   斎藤 伸彦 氏 （松崎町社会福祉協議会） 

   江口  充  氏 （社会福祉法人ベテスダ会理事） 

(3) 行政機関その他苦情受付機関 

 

 松崎役場健康福祉課福祉係 

    

 国民健康保険団体連合会 

 

 静岡県社会福祉協議会 

 

電話番号 0558-42-3966 

 

電話番号 054-253-5530 

 

電話番号 054-254-5231 

 

   西伊豆町役場健康福祉課        電話番号  0558-52-1116 
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令和   年   月   日   

 

 

第一号通所事業提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 
社会福祉法人十字の園 デイサービスセンター松崎十字の園 

          
説明者職名     生活相談員      氏名   藤池久美子     印 

 

 

 私は本書面に基づいて、事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービスの

提供開始に同意しました。また、利用者の希望により、円滑な援助を行うため医療機関

等に利用者に関する心身等の情報提供の必要がある場合、事業者が利用者の情報を関係

機関へ提供することに同意します。 

 

 

 

 
利用者           住  所                     

 

                        氏  名             印 

 

 

代理人           住  所                     

 

                        氏  名             印 続 柄（   ） 

 



重要事項別表①                 令和6年 4月1日改定 

＜サービス利用料金（自己負担金額1割の方）＞         １ヶ月単位 

基本単位 

（送迎・入浴費含む） 

サービス

提供体制

強化加算

Ⅱ 

 

介護職員

処遇改善

加算Ⅰ（介

護報酬額

の5.9％） 

介護職員等特

定処遇改善加

算Ⅱ（介護報酬

額の1.0％） 

介護職員等

ベースアッ

プ加算（介護

報 酬 額 の

1.1％） 

 

自己負担

金額の合

計 

要支援１ 1798円 72円 100円 17円 19円 2006円 

要支援２ 3621円 144円 205円 35円 38円 4043円 

 

＜サービス利用料金（自己負担金額2割の方）＞         １ヶ月単位 

基本単位 

（送迎・入浴費含む） 

サービス

提供体制

強化加算

Ⅱ 

 

介護職員

処遇改善

加算Ⅰ（介

護報酬額

の5.9％） 

介護職員等特

定処遇改善加

算Ⅱ（介護報酬

額の1.0％） 

介護職員等ベ

ースアップ加

算（介護報酬

額の1.1％） 

 

自己負担

金額の合

計 

要支援１ 3596円 144円 200円 34円 37円 

 

3,663円 

要支援２ 7242円 288円 410円 70円 76円 7,508円 

 

＜サービス利用料金（自己負担金額3割の方）＞         １ヶ月単位 

基本単位 

（送迎・入浴費含む） 

サービス

提供体制

強化加算

Ⅲ 

 

介護職員

処遇改善

加算Ⅰ（介

護報酬額

の5.9％） 

介護職員等特

定処遇改善加

算Ⅱ（介護報酬

額の1.0％） 

介護職員等ベ

ースアップ加

算（介護報酬

額の1.1％） 

 

自己負担

金額の合

計 

要支援１ 5394円 216円 300円 51円 56円 5,495円 

要支援２ 
10863

円 
432円 615円 104円 115円 

11,262

円 

 



介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第5条、第6条参照） 

  以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担になります。 

 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

① ＊食事の材料の提供（食材料費）………525円／回 

ご契約者に提供する食事の材料にかかる費用です。年間行事の中で、外食など費用が通常 

よりかかる場合があります。その際にはあらかじめ文書などでお知らせし、同意を得ます。 

   

＊おやつ・お茶・ジュース類………70円／回 

  （ 希望する ・ 希望しない ） 

 

② レクリエーション／クラブ活動 

ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。材

料代等の実費をご負担下さい。 

 

＊レクリエーション・教材費（風船、ボールや製作物用教材などの費用）……６0円／回 

（ 希望する ・ 希望しない ） 

 

③ 複写物の交付 

ご契約者は、サービスの提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする 

場合には実費をご負担いただきます。 

 

④ 日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等がご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくこと

が適当であるものには、かかる費用をご負担下さい。 

＊紙おむつについて…・・紙おむつをデイサービスセンターで提供させて頂いた場合は有料（実

費程度）となります。デイサービス利用日にはご家庭で使われる枚数よりも多めにご用意くだ

さることをお勧め致します。 

 

パット 一律60円 紙おむつ 120円（Ｍ）、130円（Ｌ） 

紙パンツ 120円（Ｍ）、130円（Ｌ） 
 

 

 

 

 

⑤ 体験利用にかかる諸費用 

  通所介護を受けるにあたって、体験利用ができます。体験期間は一日で費用は保険外となり、

個人負担となります。（費用一日1,000円の中に食事、おやつ、レク代を含んでいます） 

 

☆ 契約者がまだ要介護認定を受けていない場合、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただき、

要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻される（償還

払い）が適用されます。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も、償還払いとなりま

す。 

 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせてご契約者の負担額を変更い

たします。 

 

☆ 経済状況の著しい変化、その他、やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあ     

ります。その場合，事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2 ヶ月前迄にご説

明致します。 

 



重要事項別表②事業所の職員の配置状況と勤務形態          

 

当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として以下の職種の職員を配

置しています。 

介護職員    ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。 

生活相談員   ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

看護職員    主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介護、介助

も行います。 

機能訓練指導員 ご利用者様の残存機能の維持を目的として訓練を行います。 

  

 

＜主な職員の配置状況＞ ＊職員の配置については、指定基準を遵守しています。 令和元年 5月1日現在 

職 種 
勤務 

形態 
人 数 勤 務 時 間      

 

１． 事業所長 

（管理者） 
常/兼 １名 勤務時間：８：３０～１７：３０        

 

２．介護職員 

常/専 

常/兼 

非/専 

非/兼 

2名 

1名 

3名 

0名 

勤務時間：８：３０～１７：３０ 

（時間延長対応体制～１９：３０） 

 

３．生活相談員 
常/専 

常/兼 

１名 

１名 
勤務時間：８：３０～１７：３０ 

 

４．看護職員 
常/兼

非/兼 

１名 

3名 
勤務時間：９：３０～１７：３０ 

 

５．機能訓練指導員 
常/兼

非/兼 

１名 

3名 
勤務時間：９：３０～１７：３０（内２時間） 

 

 

 

 

 

 


